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八軒下水道管投雪施設運転管理業務 仕様書 

第１章 一般事項 

１ 役務の概要 

   本業務は、西区八軒３条東５丁目付近環状通（二十四軒１条線）歩道内に設置の投

雪口（２口）から投入された雪を下水道幹線にて融雪する施設における設備の運転操

作・監視、施設の維持管理を行うものである。 

２ 履行場所 

   八軒下水道管投雪施設 西区八軒３条東５丁目 （二十四軒１条線歩道内） 

３ 履行期間 

   契約締結の日から令和６年３月 31 日まで 

４ 役務の仕様 

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築保全業

務共通仕様書（令和５年版）」によるものとする。 

５ 運転管理期間（設定日数等） 

以下の「投雪利用対応期間」及び「投雪運転日数」については、今年度の降雪量等に

より変動する場合があるので、委託者の指示に従い日数の変動に対応すること。 

なお、投雪計画表は、原則、投雪日の４日前には連絡するが、急な投雪の実施など、

計画の変更があった際にも運転管理に必要な人員を確実に配置すること。 

(1) 投雪利用対応期間は、概ね令和６年１月 10 日から３月５日までを基本とする。

(日曜日を除く。)  

(2) 投雪運転管理日数は、昼間 15 日、夜間 10 日とする。 

(3) 投雪利用時間は、昼間９：30～16：30 夜間 20:30～５:30 を基本とする。 

(4) 勤務時間は、昼間８：30～17：00、夜間 20：00～６：00 とする。(休憩１時間を

含む。) 

 ※投雪利用開始時までの準備作業と、投雪利用終了時の片付け作業は速やかに行う

こと。 

(5) 日常点検日数は、投雪利用期間内の 25 日を基本とする。 

(6) 週点検回数は、投雪利用期間内の９回を基本とする。 

６ 履行体制 

(1) 業務責任者の配置 

     受託者は、直接雇用契約関係にある者の中から業務責任者を選定すること。 

(2) 資格者等の配置 

     受託者は、本業務の遂行に必要な次に適合する資格者等を１名以上配置すること。 

   ア 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 



  イ 電気工事士（免状の種類不問） 

  ウ その他業務上で必要となる有資格者  

７ 業務の範囲 

   本業務の範囲は次号によるものとする。なお、詳細は第３章 業務の範囲に関する

事項による。 

(1) 監視棟（仮設プレハブ）の設置 

(2) 運転開始前準備作業 

(3) 投雪施設の運転操作・監視業務 

(4) 施設の維持管理業務 

(5) 運転終了時作業 

(6) 緊急時対応 

(7) 関係箇所との連絡調整 

８ 安全衛生・安全対策 

  受託者は、労働安全衛生法に基づき、業務に従事する職員の労働安全衛生管理及び

教育を適切に行い、作業上の安全確保と事故防止に努めること。なお、次号について

は、特に注意すること。 

(1) 本業務は夜間作業・昼間作業または昼夜連続体制となるため、業務に従事する職

員の労働環境・疲労などによる事故を未然に防止するよう十分留意すること。 

(2) マンホール内作業または下水道管内等の管渠内作業を行う場合、事前に槽内の換

気を十分に行い、酸素・硫化水素・可燃性ガス等の測定を行い、測定記録と作業記

録を整理し保存すること。なお基準値を満たしていない場合は、必要な措置を講ず

ること。 

(3) 各作業における機器操作時は巻き込み・落下・交通安全・車両の駐車等には十分

注意をすること。特に下水道管内及びその上部で作業する際は、墜落制止用器具の

着用や工具等の落下防止対策を行うこと。 

９ 業務従事者の服装 

  業務に従事する職員の服装は、業務遂行のための適切なものとし、業務従事者であ

ることが明確となるようにすること。 

10 諸官庁への手続 

(1) 受託者は、業務の遂行に必要な諸官庁への手続きを委託者の承諾を得て適切に行

うこと。 

(2) 監視棟設置等の作業を開始する際には、道路使用許可等の必要な許可を受けた上

で走行車両および歩行者に対する事故防止に留意し、標識等を配置するなど安全な

作業環境の確保を行うこと。 

11 室内の清掃及び廃棄物の処理 

    投雪施設稼働中の道路上、投雪口付近、監視棟の整理整頓に努め、廃棄物等を適切に



処分すること。 

第２章 書類・報告書等の提出 

１ 業務計画書（契約後、速やかに提出すること） 

(1) 業務責任者等指定通知書（業務責任者に関わる経歴書、資格免許証写し、雇用関

係を確認できる書類（健康保険証の写し等）） 

(2) 業務工程表 

(3) 緊急連絡体制表 

(4) 業務管理体制表 

(5) 資格者一覧表 

２ 業務の完了時に提出する書類 

提出書類の様式・内容については事前に委託者に確認し、遺漏が無いよう留意する

こと。

(1) 完了届 

(2) 業務日誌一式 

(3) 点検日誌（日常点検、週点検、定期点検、簡易故障修理、融雪開始前・終了時点

検、整備内容）一式 

(4) 写真類（運転管理、整備等記録写真ほか）一式 

(5) 故障・修繕履歴記録、施設内収納保管表、修繕要望・提案書 

(6) 酸素・硫化水素・可燃性ガス等の測定記録（写）一式 

(7) 委託者の指示による書類、その他必要な書類 一式 

３ その他 

   受託者は、前項１、２に示す書類・報告書等のほか、運用期間中を含め委託者より

指示のある書類提出を求められた場合は、これに従うこと。 

第３章 業務の範囲に関する事項 

   受託者は、次号に従い適切な運転操作・監視及び保守管理を行うこと。 

１ 監視棟設置に関する事項 

 監視棟の仕様（内装関連品は、リース品相当とする） 

(1) スーパーハウス 60 型（監視室）とスーパーハウス 45 型（休憩室）を設置するこ

と。 

(2) 監視棟の設置期間は、12 月１日から翌年 3月 31 日までとする。（122 日間） 

(3) 簡易トイレ（ＮＵＴ０３相当、清掃及び不凍液補充を行うこと）を設置する。 

(4) 物置ハウス（1,800×3,600×2,325(CT-20) 軽量鉄骨、シャッター付き相当）を

設置する。 

(5) 監視棟の本体外装及び内装仕上げ仕様は下表の参考仕様を基本とする。なお、詳

細は委託者に確認すること。 



(6) FF ストーブ等の暖房器具や流し台を設置し、監視員の作業環境整備を行う。 

(7) 強風時においても監視棟が転倒等することの無いよう防止策を施すこと。 

(8) 業務に関する連絡、調整のために使用する電話回線の開設及び電話機・Fax を設

置すること。 

(9) 監視棟内に熱感知式機械警備の設置や警備会社経由の通報体制を確立するなど

し、受託者の責任において監視棟の維持管理を行うこと。 

※参考仕様 

２ 運転開始前準備作業 

   受託者は、融雪管の投雪作業を開始する前に、次の事項及び別添１に基づく運転開

始前点検を行い、運転に支障の無いよう努めること。 

(1) 堰室機器施設の洗浄、新川融雪槽（西区八軒９条西７丁目 新川水処理センター

場内。以下同じ。）より搬出したスクリューポンプの設置、堰及び雪塊破砕装置の設

置のほか、運転及び下水道管の通水に支障の無いよう処置すること。 

(2) 電源設備の点検及び電源の投入等 

(3) 投雪蓋及び新川融雪槽より搬出したＩＴＶカメラの装置、その他関連装置等の開

設準備と動作確認。 

(4) 投雪開始日に合わせてヤード管理業者及び雪搬入作業関係者との事前打合を十

分に行い、安全対策のほか、効率的な運転方法について検討すること。 

(5) 安全・保安資機材の事前点検、動作確認等を行うこと。 

(6) 車両台数計測装置の動作確認立ち会い。なお、車両台数計測装置の据付・動作試

験は別途発注の業者が行う。  

 項  目 仕  様 

本
体
・
外
装

寸法 スーパーハウス 60 型、45 型 

構造/屋根 角型鋼/長尺カラー鉄板平成ルーフ葺 

外壁 金属サイディングボード 

窓 

(アルミサッシ) 
５箇所程度 

ドア 

(アルミサッシ) 
２箇所程度 

内
装
仕
上
げ

床 
下地：スタイロフォーム、ベニヤ 

仕上：タイルカーペット約 30 ㎡ 

壁・天井 
下地：グラスウール（壁面積約 79 ㎡） 

仕上：プリント合板 

給気口/電動換気扇 各１個以上 

照明 LED 灯４灯程度（作業に支障がない照度を確保） 

コンセント ９箇所程度（機器の設置に支障がないこと） 

FF ストーブ排気口 ２箇所（各１箇所/棟） 



３ 投雪施設の運転操作・監視業務 

  操作に必要な各機器の取扱説明書・運転管理マニュアル（別添２、以下「マニュアル」

という。）等に基づき、投雪施設の運転操作及び監視に係る一切の業務を行う。 

(1) 監視棟における監視操作、記録 

(2) 投雪現場における操作・作業等、記録 

(3) 各種管理日報の作成と報告 

(4) 投雪施設の利用期間中の運転操作・監視体制は、次に示す人員を配置すること。 

昼間の受入体制    ３人体制とする。 

    夜間の受入体制  ３人体制とする。 

(5) 堰前の雪塊状況により堰上げ操作を行い、効率的な運転に努めること。 

(6) 融雪送水路（管渠）等に付着する雪氷が水流の支障となる場合は、その雪氷を除

去すること。 

(7) その他、受託者は融雪管の稼働に伴って生じる場内の作業で、委託者の指示する

ものについて実施すること。 

(8) 投雪施設流出水の水質を把握する必要がある場合には、別途発注となる試料採取

作業について委託者の指示に従い協力すること。 

４ 施設の維持管理業務 

保守管理項目及び保守内容（別添１）に基づき、電気・機械設備に係る一切の維持管

理業務を行う。 

(1) 保守管理業務 

   ア 電気、計装設備、機械設備、車両台数計測装置の日常点検、週点検、定期点検、

臨時点検、簡易故障修理、融雪開始前点検、融雪終了時点検及び整備並びに報告

を行う。 

なお、保守管理に必要な工具・試験機器等は受託者が用意するものとし、点検

や小修理等軽微な修繕に使用する消耗品類は受託者側の負担とする。 

   イ 保守管理の対象施設及び保守内容は、別添１に示すとおりとし、その周期は以

下のとおりとする。 

(ｱ) 日常点検  投雪日１回 

(ｲ) 週点検   週１回 

(ｳ) 定期点検・保守  投雪利用期間中２回 

(ｴ) 運転開始前点検  運転開始前１回 

(ｵ) 運転終了後点検  運転終了後１回 

なお、日常点検については、運転・監視と同日に行うものとし、昼間・夜間の

両方が運転・監視となる場合は、どちらか片方で行うものとする。また、週点検

は投雪の有無に関わらず、投雪利用対応期間中は毎週、実施するものとする。 

(2) 清掃業務 

堰室の清掃を行う。なお、施設内は常に整理整頓を心掛けること。 

(3) 除雪業務 

    監視棟玄関前など本業務の遂行に必要な部分の除雪を行う。 



５ 運転終了時作業 

受託者は、投雪施設の投雪作業が完了し施設を休止する前に、次の事項及び別添１

に基づく運転終了時点検を行い、次期運用に支障の無いよう努めること。 

なお、機器撤去及び搬入先は別表１を参照すること。 

(1) マニュアル等に基づく運転終了時点検。 

(2) 管渠内設置の堰を引き上げ、それぞれの堰室（３箇所）に洗浄後収納すること。

ただし、NO.２堰室の最下部の堰については、下水道河川局事業推進部発注の管内清

掃時に引き上げるので、そのままにすること。 

(3) スクリューポンプは架台から取り外し、新川融雪槽へ搬入保管すること。 

(4) 雪塊破壊装置とスクリューポンプ架台については、管渠内上部に固定保管するこ

と。 

(5) 監視棟内の機器設備（車両台数計測装置に係わる機器及びプレハブ賃借に係わる

資機材を除く）及び電気配線類の取り外し後、新川融雪槽へ搬入保管すること。 

(6) 管渠内に設置されているＩＴＶの取り外し（４台）を行い、新川融雪槽へ搬入保

管すること。 

(7) その他、終了作業として必要な事項の実施 

※なお、機材の搬入出には、交通誘導警備員を配置し安全に留意するとともに、ク

レーン装置付きトラックを使用すること。 

６ 緊急時対応 

      受託者は、融雪作業に重大な支障を及ぼす事故、故障等が発生した場合は、次号に

掲げる措置をとるものとする。 

(1) 全停電、部分停電、重要機器故障、下水水温異常などにより、投雪作業が停止と

なる場合には、マニュアルの各異常時対応の各項に基づき、運転操作、応急処置、

緊急連絡を行うとともに、その復旧に努めること。 

(2) 故障等で復旧が不可能な場合は、委託者と協議し、その指示に従うこと。 

(3) 委託者の要請により、点検または整備を行った場合は、それらの内容について口

頭及び書面で速やかに報告すること。 

７ 関係箇所との連絡調整 

受託者は、札幌市の道路設備課、雪対策室、関係区の維持管理課、排雪業者、新川水

処理センターほか関係機関との間で連絡を緊密に保ち、作業の変更等の連絡調整を行

うこと。 

第４章 その他 

１ 業務上の指示 

   施設の維持管理業務にあたり、業務遂行に必要となる事項について委託者が指示す

る場合は、その指示に従うこと。 

２ 費用負担等 



(1) 電気料金（動力・電灯）、水道料金は委託者が負担する。 

(2) 監視棟の管理と費用負担 

ア 監視棟の設置費（備品を含む）と撤去費及び期間の賃借料は受託者負担とする。 

イ 電話回線の開設に係る費用及び電話使用料金は受託者が負担する。 

ウ 監視棟電気配線等の穴開けと軽微な破損・損傷のほか、不測の事故等処理のた

めに必要な補償を行うものとし、これを受託者負担とする。 

３ 疑義の解釈 

(1) 本仕様書において疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議し決定する。 

(2) 諸事情により設計数量等に著しく変動があった場合は、契約書に示す事項のほか、

委託者と受託者が協議し、円滑な執行ができるように努める。 

４ 委託者に対する損害賠償 

受託者の責任により生じた故障、破損及び事故等は、一切受託者の責任により対応す

ること。 

５ 再委託について 

   業務の「主たる部分（下記参照）」については、受託者はこれを再委託することはで

きない。 

(1) 総合的な業務履行計画及び進捗管理 

(2) 日常点検業務 

    前述の「主たる部分」以外については、専門業者等への再委託を可能とするが、

再委託する業務範囲及び選考する業者について、事前に委託者の承諾を得ること。 

     また、業務全体の品質・安全確保のため、委託者との協議、再委託業者の調整・

指導監督等の全ての面において主体的な役割を果たすこと。 

６ 環境に配慮した業務履行について 

(1) 本業務履行において、受託者は札幌市が運用している環境マネジメントシステム

に準じ、環境負荷の低減に努めること。 

(2) 受託者はエコドライブの推進に努めること。アイドリングストップ、ふんわりア

クセルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の短縮、必要のない荷物を降ろす等

を心掛け、業務を実施すること。 

 ７ 個人情報の取り扱いについて 

個人情報の取り扱いについては、別添特記事項によるものとする。 

なお、事故報告書など、業務関係者以外の第三者の個人名・住所・連絡先が記載され

た書類を提出する場合が特記事項による個人情報の取り扱いに該当するため、そのよ

うな事象が発生した場合は、特記事項に従って対応すること。 



別表１ 

運転終了後の機器撤去及び搬入先       

品   名 数量 仕   様 保管場所 

水中スクリューポンプ ２台  新川融雪槽 

堰 １式 No.１堰室用３段 

No.２堰室用５段 

No.３堰室用６段 

堰室内 

雪破砕用水中ポンプ １台 放水用ホース及び開閉器含む 新川融雪槽 

車両台数計測装置 １式  同上 

ITV カメラ装置 ４台  同上 

ITV コントローラー １式  同上 

引込み電気配線 １式 屋外配線接続盤から 

監視棟内接続盤までの配線 

同上 

分電盤 １式 監視棟内設置の盤 同上 

※新川融雪槽  西区八軒９条西７丁目 新川水処理センター場内



別添１ 保 守 管 理 項 目 及 び 保 守 内 容 

（八軒下水道管投雪施設） 



八軒下水道管投雪施設保守管理項目 

 No.1 

No 管理対象施設（機器等の名称） 数 量 機          種 

点検区分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 （プラント機械設備）        

１ 投雪蓋（車止め含む） ２基 上部開口 3,000×

4,750 ㎜ 

目視点検 目視点検、作動確認 ― 目視点検、作動確認  目視点検、作動確認 

２ 同上油圧ユニット ２基  油漏洩の確認  油量、 漏洩の確認、ﾌｨﾙﾀｰ 

点検 

― 油量、 漏洩の確認、ﾌｨﾙﾀｰ 点

検 

油量、 漏洩の確認、ﾌｨﾙﾀｰ 点検 

３ スクリーン  ２基 2、290×4、500mm  

目開 450mm 

目視点検 ― ― 目視点検 目視点検 

４ 水中スクリューポンプ ２台  同上 目視点検 、作動確認  ― 目視点検 、作動確認 、絶縁

測定（数値を記載すること） 

目視点検 、作動確認 、絶縁測定

（数値を記載すること） 

５ 電動ホイスト  

(電動チェーンブロック含む) 

５台 3.8kw(ホイスト) 

0.5ｔ、100Ｖ(チェー

ンブロック) 

同上 目視点検 、作動確認、ﾁｪｰ

ﾝ腐食、伸び等確認 

― 目視点検 、作動確認、ﾁｪｰﾝ腐

食、伸び等確認 

目視点検 、作動確認、ﾁｪｰﾝ腐食、

伸び等確認、絶縁測定（数値を記

載すること） 

６ 雪塊破砕装置 １台 破砕ﾋﾟｯﾁ 750mm  破損、曲損状況確認 ― ― ― 破損、曲損状況確認 

７ 堰(堰室床面積：98  ) 

堰室：3個所、マンホール2個所 

１式  同上 ― (計 2回)堰室清掃  破損、曲損状況確認、堰室清掃 

８ 堰吊り上げ治具   １式  同上 ― ― ― 同上 

９ 雪破砕用水中ポンプ  １台  目視点検 目視点検 ― 目視点検 目視点検 

 （プラント電気設備）        

10 受電盤 １面  表示灯、発熱、異音、異

臭、外部の損傷・汚損の有

無 

― ― 表示灯、発熱、異音、異臭、

外部の損傷・汚損の有無、絶

縁測定（数値を記載するこ

と） 

表示灯、発熱、異音、異臭、外部

の損傷・汚損の有無 

11 分電盤 １面  同上 ― ― 同上 同上 

12 投雪蓋制御盤(No1) １面  同上 目視点検 、作動確認 ― 同上 同上 



八軒下水道管投雪施設保守管理項目 

 No.2 

No 管理対象施設（機器等の名称） 数 量 機            種 

点検区分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

13 投雪蓋制御盤(No2) １面  同上 目視点検 、作動確認 ― 表示灯、発熱、異音、異臭、外

部の損傷・汚損の有無、絶縁測

定（数値を記載すること） 

表示灯、発熱、異音、異臭、外

部の損傷・汚損の有無 

14 接続盤 １面  表示灯、発熱、異音、異臭、

外部の損傷・汚損の有無 

― ― 同上 同上 

15 ケーブル類(受電盤・接続盤←→

監視室内制御盤類） 

１式  損傷の有無 ― ― ― ― 

 （車両台数計測装置）        

16 中央監視装置（投雪口指示表示盤

含む） 

１面  作動状況、外観の確認 ― ― 表示灯、過熱、異音、異臭、損傷・

変形・汚損の有無の確認

表示灯、過熱、異音、異臭、損傷・

変形・汚損の有無の確認

17 
UPS 1 台 同  上 

― (計 2回)：過熱・異

音・異臭の有無

同上 同上 

18 PC(処理装置) １台 同  上 ― ― 同上 同上 

19 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(TFT) １台 同  上 ― ― 同上 同上 

20 ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀｰ １個 同  上 ― ― 同上 同上 

21 RFID 認証装置及び表示灯 １組 同  上 ―  同上 同上 

―    

 （ＩＴＶ設備）        

22 カラーカメラ（ハウジング含む） ４台 照明設備4台含む 作動状況の確認 ― ― 機器本体等の異音・損傷・変形・

汚損の有無及び作動状況の確

認 

作動状況の確認 

23 カラーモニタ １台 カラー2 画面切替器 1

台含む 

同上 ― ― 同上 同上 



八軒下水道管投雪施設保守管理項目 

No.3

No 管理対象施設（機器等の名称） 数 量 機            種 

点検区分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 （ＩＴＶ設備）        

24 カメラコントローラ １台  同上 ― ― 表示灯等の過熱・異音・損傷・

変形・汚損の有無及び作動状況

の確認 

作動状況の確認 

25 スイッチングハブ １台  同上 ― ― 機器本体等の過熱・異音・損傷・

変形・汚損の有無及び作動状況

の確認 

同上 

26 LAN 用 SPD ４台  同上 ― ― 機器の過熱・異臭・損傷・変形

の有無の確認 

同上 

27 同軸 LANコンバータ ４台  作動状況の確認 ― ― 機器の過熱・異臭・損傷・変形・

汚損の有無の確認 

外観、作動状況の確認 

 （監視棟附帯設備）        

28 照明器具（床面積98 ㎡） 21 台  作動状況の確認 ―  異音、汚損・損傷・腐食、点灯

状況の確認 

異音、汚損・損傷・腐食、点灯

状況の確認 

 （屋外設備）        

29 外灯 2 基  作動状況の確認 ― ― 汚れ、作動状況の確認 作動状況の確認 


